
令和７年１１月 

 

関 係 各 位 

 

東京税関 羽田税関支署 

 

 

年末年始（１２月２７日～１月４日）における税関業務の取扱いと協力依頼 

 

 

寒冷の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、本年も間もなく年末を迎えることとなりますが、年末年始の通関業務等を円滑に処理するた

め、税関業務の取扱いを下記のとおりといたしますので、ご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

 

１．各業務の取扱い 

(1) 通関関係 

   令和７年１２月２７日（土）から令和８年１月４日（日）までの間における通関業務について

は、特別通関部門で取扱い、この間、特別通関部門は通常通り業務を行います。 

なお、１２月２６日（金）は、混雑が予想されますので、できる限り早めに申告して下さい。

また、輸入申告については、予備審査制の積極的な活用をお願いいたします。 

 

 (2) 収納関係 

  ① 年末年始に口座振替を利用される方は、口座残高不足とならないよう事前に口座残高の確認

をお願いいたします。 

② ＢＰ及び納期限延長に係る担保については、十分な確保をお願いいたします。 

特別通関部門では、担保の受理、解除等は行いませんのでご注意ください。 

③ マルチペイメントネットワーク（ペイジー、リアルタイム口座振替）を利用される方は、金

融機関により利用可能日・時間等が異なりますので事前に確認をお願いいたします。 

 

 (3) 保税関係 

令和７年１２月２７日（土）から令和８年１月４日（日）までの間における保税業務について

は、特別通関部門で行います。 

   なお、年末年始中に予想される特異な事案については、１２月２６日（金）までに保税部門に

相談して下さい。 

 

 

２．その他留意事項 

 ・輸入承認証の有効期間延長申請 

  既に取得している輸入承認証の期限が１２月２７日（土）から１月４日（日）までに到来し、有

効期間の延長を必要とする場合には、１２月２６日（金）までに申請されるようお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

通関関係：通関総括第１部門 電話：050-5533-6981 

               FAX：03-3747-0143 

      特別通関部門   電話：050-5533-6969 

FAX：03-3747-0144 

 収納関係：収納課      電話：050-5533-6998 

 保税関係：保税部門     電話：050-5533-6974 

輸入承認：通関総括第２部門 電話：050-5533-6983 


